
 

様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

番 号 第 ２ 号 種 別 業務委託 

工事等の

内  容 

工 事 等 名 令和４年度 庁舎外２７箇所自家用電気工作物保安管理業務委託 

工事等箇所 吉田町 全域 

概 要 町有施設２８箇所の自家用電気工作物保安管理 

発注担当課 吉田町役場 財政管理課 

契約関係 

契 約 方 式 随意契約 見 積 書 徴 取 日 － 

契約相手方
商号又は名称 

一般財団法人 中部電気保安協会 牧之原営業所 

契約相手方

住 所 
静岡県牧之原市細江１９９０－３ 

契 約 金 額 ￥７，０３６，９２０－ 契 約 日 令和４年４月１日 

着 手 日 令和４年４月１日 完 了 期 日 令和５年３月３１日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

 自家用電気工作物の設置者は、電気事業法第 43 条により電気主

任技術者を選任しなければならないが、最大出力 1,000kW 未満の自

家用電気工作物については、電気事業法施行規則第 52 条第 2 項に

より、保安管理業務の外部委託契約を結び、産業保安監督部長の承

認を受ければ主任技術者を選任しなくても良いと規定されている。

町有施設のうち 28 施設について、この対応が必要となる。 

 ㈶中部電気保安協会は、年間を通じて昼夜を問わずに該当町有施

設へ訪問できる管理体制を整え、緊急事態に迅速かつ的確な対応が

できる唯一の業者であるため、上記事業者を選定した。 

 また、契約金額については、各施設の需要設備容量による基本額

及び割引率が一定で定められていることから、参考見積金額を予定

価格として採用するものとし、見積書の徴取については、省略する

ものとする。 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

変更契約

関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
 変更契約日  

変 更 理 由 

 

 

 

 

変 更 後 

完成(了)期日 
     年  月  日 

 


